
 

個人情報ファイル簿（個票） 

作成：令和６年４月１日時点 
 

個人情報ファイルの名称 排水設備台帳ファイル

 
実施機関の名称 十和田市

 
個人情報ファイルを利用する

事務の主管課等の名称
上下水道部下水道課

 
個人情報ファイルの利用目的 排水設備新設等届出書に係る管理に利用する。

 
記録項目 １住所、２氏名、３設置場所、４家屋所有、５工事施工者、６水栓番号

 
記録範囲 排水設備新設等届出書を提出した者（平成 15 年度以降 8,800 件）

 
記録情報の収集方法 住宅等所有者又は排水設備工事施工者からの届出書の提出

 
要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
含まない

 
記録情報の経常的提供先 無し

 
開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名 称）十和田市上下水道部下水道課工務普及係

 
（所在地）〒034-8615 青森県十和田市西十二番町 6-1

 
訂正及び利用停止に関する他

の法律等による特別の手続等
無し

 

個人情報ファイルの種別

☑電算処理ファイル 
（法第 60 条第 2 項第１号）

ファイルの内容を記載した帳票等の有無 
（政令第 21 条第 7項） 

□有 　☑無

 
□マニュアル処理ファイル 
（法第 60 条第 2 項第２号）

 

備 考



 

個人情報ファイル簿（個票） 

作成：令和７年４月１日時点 

個人情報ファイルの名称 下水道管網図管理ファイル 

実施機関の名称 十和田市 

個人情報ファイルを利用する

事務の主管課等の名称 
上下水道部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 市で管理する下水道施設及び排水設備に係る管理に利用する。 

記録項目 １住所、２氏名、３設置場所、４家屋所有、５工事施工者、６水栓番号 

記録範囲 排水設備新設等届出書を提出した者（昭和 55年度以降 27,000件） 

記録情報の収集方法 住宅等所有者又は排水設備工事施工者からの届出書の提出 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）十和田市上下水道部下水道課工務普及係 

（所在地）〒034-8615 青森県十和田市西十二番町 6-1 

訂正及び利用停止に関する他

の法律等による特別の手続等 
無し 

個人情報ファイルの種別 

☑電算処理ファイル 
（法第 60条第 2項第１号） 

ファイルの内容を記載した帳票等の有無 
（政令第 21条第 7項） 

□有  ☑無 

□マニュアル処理ファイル 
（法第 60条第 2項第２号） 

備 考 

 

 


